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令和５年度１２月補正予算の概要 

議会提出予定日：１１月２２日（水） 

 

１ 補正予算のポイント 
 

○指定避難所に指定されている県立高校の武道場の環境を改善するほか、年度内に対応が

必要な予算を措置する。 

○その他、年度内の事業の執行見込みを踏まえて予算を減額する。 

○県税収入や繰越金等の歳入の増加に伴い、財政調整のための基金の取崩しを減額する。 

 

２ 補正予算の規模 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

（参考１）同時期の一般会計予算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円、％）

補正前 補正後 伸び率

A B B／A

一般会計 849,658,410 ▲ 9,122,322 840,536,088 98.9

特別会計 324,276,083 4,839,655 329,115,738 101.5

企業会計 63,921,982 ▲ 3,755,517 60,166,465 94.1

合　計 1,237,856,475 ▲ 8,038,184 1,229,818,291 99.4

今回補正額

令和５年１１月１７日 

三重県 総務部 財政課 

連絡先 TEL059-224-2216  

FAX059-224-2125 
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３ 一般会計における歳入の概要 
 

○法人二税及び地方消費税の増収見込みを踏まえて、県税収入等を増額する。 

○令和４年度決算に伴い、決算剰余金の予算外積立（1/2相当）の残額分を繰越金として計

上する。 

○予算の執行状況を踏まえ不用となった国費を減額するほか所要の措置を行う。 

 

（歳入の主な内訳）  

 
 

 

（参考２）財政調整のための基金の残高 

 
※それぞれの金額を四捨五入しているため、各表の合計等が合わない場合があります。 
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４ 一般会計における歳出の概要 
 

（主な事業） 

①指定避難所に指定されている県立高校の武道場への空調設備整備（教育委員会）  

1億1,742万5千円  

【新規】指定避難所に指定されている全県立高校の武道場（35 施設）を対象に空調整

備を進める。 

 

②県立高校の防犯対策強化（教育委員会）               3,448 万 5 千円   

【新規】県立高校への侵入・盗難被害が相次いだことを受けて、防犯カメラを増設す

るなど、防犯対策を強化する。 

・対象 ：全県立高校 

・対策例：防犯カメラ、防犯フィルム・ガラス、センサーライト 

 

 
③東海道新幹線へのアクセス改善に伴う首都圏在住者の観光意向調査（観光部） 

990万円  

【新規】東海道新幹線へのアクセス改善に伴い、首都圏と三重県との往来が容易になったこと

を契機として、首都圏在住者を対象に顧客特性に応じた観光プロモーションを強化するにあた

り、対象ターゲット層の三重県への観光にかかる意向調査を実施する。 

  （調査方法）  

    対象地域：東海道新幹線へのアクセスが容易になった地域 

    実施方法：多くの人が認知できる広告を掲出したうえで、インターネット調査 

    調査内容：首都圏在住者の三重県への観光意向、広告のプロモーション効果 
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④公共事業費の増（農林水産部、県土整備部）         11億1,834万3千円 

 災害復旧事業（令和５年災害）の実績増などに伴い、公共事業費を増額する。 

 （単位：億円）  

 令和５年度当初予算 12月補正予算 12月補正後予算 

①直轄事業 152.6  ▲8.5  144.1  

②国補事業 359.5  6.0  365.6  

③県単事業 284.2  3.3  287.5  

④災害復旧事業 97.7  13.1  110.8  

⑤受託事業 17.3  ▲2.8  14.5  

   合   計 911.3  11.2  922.5  

 

 

⑤税収増に伴う税収関連交付金の増額（総務部） 40億1,553万1千円 

令和5年度の地方消費税等の増に伴い、他の都道府県へ支払う清算金等を増額する。 

 

 

⑥人件費（一般職）の増額   7億5,451万9千円 

 職員の新陳代謝に伴い給与費全般を減額する一方、時間外勤務手当等について実績見込み

を踏まえて増額し、あわせて7億5,451万９千円を増額する。 

  ※うち、時間外勤務手当等の増額分：16億2,809万円1千円 

    時間外勤務手当等の年間所要見込額：44億1,557万8千円 

 

 

⑦新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う事業費の減額

（医療保健部） 

▲267億9,231万7千円 

令和５年５月８日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類へと変更され

たこと等に伴い、年度途中で終了又は規模を縮小した事業について、不用額を減額する。 

・病床確保事業関係      ▲87億5,027万6千円 

・ワクチン接種事業関係   ▲37億9,977万4千円 

・宿泊療養事業関係      ▲37億4,057万1千円 

・自宅療養事業関係      ▲30億2,509万3千円 

・社会的検査事業関係    ▲20億3,990万9千円 

・医療費公費負担関係    ▲16億2,687万6千円   等 
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⑧新型コロナウイルス感染症対策関連の国庫補助金・交付金等の不用額の返還 

（医療保健部）                       101億687万7千円   

令和４年度に受け入れた新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金、感染症予防事業

費等負担金にかかる不用分等を返還する。 

 

 

⑨県債管理特別会計への繰出金の増額（総務部）         6億4,973万4千円 

県債の利率確定に伴い利子償還金を減額する一方、県債管理基金の積立不足を一部解消

し、あわせて県債管理特別会計への繰出金を増額する。 

    ・利子償還金：▲9億 5,475万円 

    ・過去の積立不足を解消するための積立て：15億円 ※積立不足額：40.1億円 

 

 

⑩公共施設等総合管理推進基金への積立（総務部）           20億円 

公共施設等の長寿命化を図るための改修、更新その他総合的な管理に要する経費の財源 

に充てるため、公共施設等総合管理推進基金に積み立てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 三重県
Mie
Prefectural
Government

 

５ 特別会計における補正予算の概要 
 

（主な内容） 

（１）県債管理特別会計（総務部） 6億4,973万4千円 

  県債の利率確定に伴い利子償還金を減額する一方、県債管理基金の積立不足を一部解  

消することに伴い増額する。 

 

（２）国民健康保険事業特別会計（医療保健部） 35億6,684万8千円 

・医療費の見込みの増加に伴い、市町に対して支払う保険給付費等交付金を増額する。 

・令和４年度決算剰余金のうち国等への返還金を除いた残額を、財源不足に備えて、財政安

定化基金へ積み立てる。 

 

（３）母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付事業特別会計（子ども・福祉部）  

6億4,222万1千円 

・令和4年度からの繰越金が確定したことに伴い貸付金を増額する。 

・母子父子寡婦福祉資金貸付金の剰余金の国への償還に伴い一般会計へ繰出を行う。 

 

 

６ 企業会計における補正予算の概要 
 

（１）水道事業会計（企業庁） ▲12億8,563万7千円 

建設改良費の減などによる減額。 

 

（２）工業用水道事業会計（企業庁） ▲3億3,214万3千円 

建設改良費の減などによる減額。 

 

（３）病院事業会計（病院事業庁） ▲1億2,771万2千円 

給与費の減などによる減額。 

 

（４）流域下水道事業会計（県土整備部） ▲20億1,002万5千円 

建設改良費の減などによる減額。 


